
◎⼟地基本法等の⾒直しに関する国⼟審議会の調査審議について 
令和元年(2019 年)10 ⽉ 27 ⽇ 

宮﨑⼀徳 
○「所有不明⼟地等対策の推進に関する基本⽅針」（平成 30 年(2018 年) 6 ⽉ 1 ⽇） 

平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 1 ⽇、所有者不明⼟地等対策の推進のための関係閣僚会議で「所有不明⼟地等対策の推進に関する基本⽅針」が決定された。 
「所有者不明⼟地は、相続が⽣じても登記がされないことなどを原因として発⽣し、管理の放置による環境悪化を招くほか、公共事業の⽤地買収、災害の復旧・復興事業の実施

や⺠間の⼟地取引の際に、所有者の探索に多⼤な時間と費⽤を要するなど、国⺠経済にも著しい損失を⽣じさせている。」「このため（略）、別添⼯程表のとおり、⼟地所有に関する
基本制度や⺠事基本法制の⾒直し等の重要課題については、2018 年度中に制度改正の具体的⽅向性を提⽰した上で、2020 年までに必要な制度改正を実現する。(略)」とされた。 

図表１として、⼯程表を掲げる。（内閣官房 HP（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai2/schedule01.pdf）より。） 
（ 宮 﨑 ⼀ 徳 「 政 府 の 「 所 有 者 不 明 ⼟ 地 等 」 に 関 す る 施 策 の 検 証 」 現 代 総 有 研 究 所 会 報 現 代 総 有 vol.1 、 2019 年 6 ⽉ 、 6 〜 11 ⾴ 参 照 。
（http://www.soyuken.jpn.org/_src/4493/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E7%B7%8F%E6%9C%89_vol1_2019_webH.pdf）） 

 
○図表１の中段に「⼟地基本制度の⾒直し」とあり、その 2019 年の欄には、「国⼟審議会（法改正に向けた作業）」とある。 
 これを担っているのが、「国⼟審議会⼟地政策分科会企画部会」の調査審議である。 
 第 32 回 7 ⽉ 24 ⽇の開催趣旨（「新たな総合的⼟地政策」の策定）の説明等、 

第 33 回 9 ⽉ 11 ⽇の「最適活動の実現」についての協議、 
第 34 回 10 ⽉ 7 ⽇の「創造的活⽤の実現」についての協議と続き（この時の配付資料の⼀⾴を図表２として掲げる）、 
第 35 回 11 ⽉ 18 ⽇（⽉）の中間取りまとめに向けての意⾒交換、第 36 回 12 ⽉ 9 ⽇の中間取りまとめに向けての意⾒交換、12 ⽉下旬の中間とりまとめ公表と予定されている。 
図表２は、10 ⽉ 7 ⽇の配付資料の⼀部（https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001311248.pdf）。なお、国⼟審議会⼟地政策分科会企画部会の 7 ⽉ 24 ⽇からの動きに

ついては、国⼟交通省の HP（https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s103_kikaku01.html ）に詳しいので、そちらを参照されたい。 
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